
平成２１年１２月定例会条例案の概要
１０７ 武雄都市計画事

業武雄北部土地
区画整理事業施
行に関する条例
の一部を改正す
る条例

❏ 九州新幹線長崎ルート工事着工に伴い、施行地区を２工区に区分するための改正

◆ 工区の名称等
工区の名称 工区に含まれる地域の名称

１工区
＜新幹線関連
区域＞

⑴ 武雄市武雄町大字武雄字小路の一部
⑵ 武雄市武雄町大字富岡字サキ田、字西浦及び字永
松の各一部

⑶ 武雄市武雄町大字昭和の一部
２工区
＜上記以外＞

⑴ 武雄市武雄町大字富岡字サキ田、字西浦、字永
松、字四ノ角及び字梶原の各一部

⑵ 武雄市武雄町大字昭和の一部

◆ 費用負担規定の見直し
「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構負担金」を追加

＜工区分けに伴う増加費用を当該機構が負担＞

《 施行日 武雄都市計画事業武雄北部土地区画整理事業の事業計画
変更の公告の日 》


